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妙高市ってどんなところ？

【東京-妙高】2h
【Access】

【東京-妙高】3h30ｍ

新潟県妙高市（みょうこうし）

総人口 28,773人（Ｒ8.3.31現在）※住民基本台帳上

新潟県南西部、長野県と隣接、「妙高高原」一帯は観光地。

面積 445.63km2は、県土のおよそ3.5％にあたる。

東京から意外と近い雪国
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妙高市で有名なもの

青山学院大学陸上競技部と
６年連続でスポンサー契約

えちごトキめきリゾート雪月花

温泉を利用した室内プール 豚汁ラーメン
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妙高市の先進事例

３歳以上の
給食費無料化

子育て世帯の負担を軽減し、

安心して子育てできる環境へ

小中学生
バス無料化

通学の負担を軽減し、

子どもたちの安全を守ります。

ワンストップ
窓口

複数の手続きをまとめて対応。

市民の利便性を向上します。

市民の暮らしを支え、未来につなぐ取組みを進めています。
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人口の少ない市で、市職員の人数も少ないことから、

関係各課との連携による支援体制が

充実していることが強みです！

事例からもわかるように、妙高市は

市民に対してきめ細かいサービス提供に努めています。
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妙高市社会福祉事務所の職員体制

所長
（１名）

次長
（１名）

査察指導員
（１名）

ケースワーカー
（２名）

庶務担当
（１名）

生活困窮相談支援員
（２名）

嘱託医
（２名）
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総人口 被保護世帯数 被保護者数 保護率

令和４年3月31日 29,637人 194世帯 240人 8.10‰

令和５年3月31日 29,199人 194世帯 235人 8.05‰

令和６年3月31日 28,581人 184世帯 220人 7.70‰

令和７年3月31日 29,299人 173世帯 214人 7.30‰

令和８年3月31日 28,773人 157世帯 191人 6.64‰

保護停止世帯（人員）を含む

生活保護の被保護者の状況
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生活保護受給者の健康管理支援事業 ～多職種連携による自立支援～

受診勧奨 専門相談 庁内連携

★多職種連携の体制（チーム支援）

福祉職（CW）：生活実態の把握・受診への動機付け

生活困窮相談支援員：家計管理・就労支援

保健職（保健師等）：医学的知見からの相談・健康指導・医療連携

→「生活背景」と「医学的知見」を統合した個別支援



9

関係部署の連携体制

・福祉事務所（福祉介護課）

地域包括支援センター（直営）

生活困窮相談支援員

・保健部門（健康保険課）

・こども家庭センター

（こども教育課・健康保険課）

市役所本庁

１階に関係部署が

集中しており、

声をかけやすい

環境です。
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ケーススタディの実施

福祉介護課内の保健師・社会福祉士が集まり、

月１回のケーススタディを実施。

それぞれのケースの相互理解や実践場面で

の

対応力を高め、日常的な連携に活きる

ネットワーキングを図っています。

専門職の連携強化と人材育成

の取り組み

中堅・幹部層：主任以上の専門職が集まり、

月１回、事業進捗の共有や困難事例への対

応相談、専門職の育成方針等について意見

交換を実施。

若手層：若手専門職による情報交換会を年

４回開催し、横断的なネットワーク構築と

スキルの平準化を図っている。
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医療機関との連携

市内の診療所との顔の見える関係づくりとして、

毎年2～3回程度、市内の開業医と庁内専門

職が集まる勉強会・交流会を実施しています。

令和７年度の内容

・外国人との付き合い方について

・発達障害について

・休息について
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保健部門の体制

市の保健部門には7名の保健師が配置されており、

地区担当制で住民（被保護者含む）の健康管理支援を担っています。

福祉介護課が被保護者のうち

健診対象者の把握・受診勧奨を担っています。

医療扶助業務及び健康管理支援における役割分担



出典：https://www.47news.jp/12219739.html

出典：LOCAL STREET

健診実施から支援までの流れ

健診は保健部門が実施し、その後の医療機関の受診勧奨・

保健指導・重症化予防も、被保護者を含め保健部門が対応しています。

保健師が指導や支援を行う場面において、ケースワーカーが同行せず、

保健師のみで実施・完結することもあります。

ケースワーカーの訪問時に、保健師や栄養士が必要に応じて同行訪問し、

食事・服薬指導などを行うことで、日常生活の健康管理につなげています。
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健康受診率向上に向けた工夫①

訪問時にケースワーカーが
直接的な受診予約支援を実施

ケースワーカーが訪問時に対象者へ受診勧奨を行い、

市の広報誌に掲載される健診日程表を活用し、

その場で健診の予約を支援しています。

また、保護変更通知を送る際に未受診者を抽出し、

個別に受診を促すメッセージを同封するなど、

庁内の情報を活用した重層的な勧奨体制を整備しています。
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健康受診率向上に向けた工夫①

（50代男性 一人暮らし 通院歴なし 健診未受診）

Ｒ６年度：ＣＷが訪問時健診予約⇒受診
Ｒ７年度：割当日に受診⇒受診後内科へ通院

（50代夫婦 新規ケース 健診未受診）

Ｒ７年度：ＣＷが訪問時健診予約⇒受診⇒栄養指導
Ｒ８年度：栄養指導⇒割当日に受診（予定）

ＢさんとＣさん

Ａさん

事例

ミョーコーさん
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健康受診率向上に向けた工夫②

移動が困難な高齢者等に配慮し、市民全員を対象とし

た健診バスを運行して受診機会を確保しています。

健診に興味を持ったものの、移動手段が無いために

受診につながらないかたを減らすよう配慮しています。

高齢者の移動課題に対応することで
健診受診率向上に寄与
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ご清聴

ありがとうございました

ルリモン らいドン
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